
資料１

 

道州制特別区域基本方針の一部変更について 

 

平成２１年３月２７日  

閣 議 決 定 案  

 

道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律（平成 18 年法律

第 116 号）第６条第３項に基づき、「道州制特別区域基本方針」（平成

19 年１月 30 日閣議決定）の一部を次のとおり変更する。 

 

１．本文について、別紙１のように改める。 

 

２．別表１中「８」及び「９」を別紙２のように改める。 

 

３．別表１に別紙３のように加える。 

 

４．別表２に別紙４のように加える。 

 

５．別表２の次に別表３として、別紙５の表を加える。 



 

 

 
別 紙 １ 
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道州制特別区域基本方針 

 

 

 

道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律（平成 18 年法律第   

116 号。以下「法」という。）第５条第１項に基づき、道州制特別区域におけ

る広域行政（以下「広域行政」という。）の推進に関する基本的な方針とし

て、「道州制特別区域基本方針」（以下「基本方針」という。）を以下のと

おり定める。 

 

１．広域行政の推進の意義及び目標 

（１）広域行政の推進の意義 

市町村の合併の進展による市町村の区域の広域化、経済社会生活圏の広

域化、少子高齢化等の経済社会情勢の変化に伴い、近年、地方制度調査会

をはじめ各方面で道州制について議論が行われるなど、広域にわたる行政

の重要性が増大している。 

このような状況にかんがみ、本法は、将来の道州制導入の検討に資する

ため、現行の都道府県制を前提にしつつ、北海道地方又は自然、経済、社

会、文化等において密接な関係が相当程度認められる地域を一体とした地

方（平成 18 年４月１日現在における３以上の都府県の区域の全部をその区

域に含む地方に限る。）のいずれかの地方の区域の全部をその区域に含む

都道府県という要件を満たす特定広域団体の区域（以下「道州制特別区域」

という。）において、国と特定広域団体が適切な役割分担及び密接な連携

の下に、特定広域団体により実施されることが適当と認められる広域にわ

たる施策（以下「広域的施策」という。）に関する行政を推進するもので

ある。このため、本法では、特定広域団体からの提案を踏まえて国から特

定広域団体への事務・事業の委譲等を行う仕組みを設けており、その実績

を積み重ねていくことにより、将来の道州制導入に向けて国民的な論議の

進展に資することが期待される。 

 

（２）広域行政の推進の目標 

国及び特定広域団体は、広域行政の推進に当たっては、①地方分権を推

進し、特定広域団体の自主性及び自立性を高めること、②国と特定広域団

体を通じた行政の効率化を図ること、③北海道地方その他の各地方の自立

的発展に寄与することを目標とする。 

また、特定広域団体においては、上記の趣旨を踏まえ、広域行政をより

効果的かつ効率的に推進する観点から、住民に最も身近な基礎的自治体で

ある市町村への事務・事業の委譲を積極的に推進するとともに、市町村の

自主的な合併を促進するほか、特定広域団体の出先機関（支庁又は地方事

務所）の計画的かつ着実な再編に取り組むことが期待される。 



- 2 - 

２．広域行政の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針 

（１）広域行政の推進に当たっての基本姿勢 

国及び特定広域団体は、法第３条及び第４条に基づき、次に掲げる基本

理念にのっとり、広域行政の総合的かつ効果的な推進に努めるとともに、

広域行政の推進に当たっては、相互に協力し、それらの行政の効率化に努

めるものとする。 

① 広域に分散して存在する産業、福祉、文化等の有する機能及び経済活

動、社会活動その他の活動に利用される資源を有効かつ適切に組み合わ

せて一体的に活用すること。 

② 道州制特別区域内の各地域の特性に配慮しつつ、各地域における住民

の福祉の向上並びに経済及び社会の発展に寄与すること。 

③ 国と特定広域団体との適切な役割分担及び密接な連携の下に特定広域

団体の自主性及び自立性が十分に発揮されること。 

 

（２）特定広域団体の提案について  

法第 20 条に基づき設置された道州制特別区域推進本部（以下「本部」と

いう。）は、特定広域団体から道州制特別区域計画の実施を通じて得られた

知見に基づき基本方針の変更について提案がなされた場合は、提案の趣旨

を十分に尊重した上で検討を行う。その際、参与たる、特定広域団体の知

事及び全国知事会の推薦する都道府県知事は、本部会合に出席し、議論に

参画する。内閣総理大臣は、本部の議論を経て、基本方針を変更する必要

があると認めるときは、遅滞なく本部が作成した基本方針の変更の案につ

いて閣議の決定を求めるものとする。また、基本方針を変更する必要がな

いと認めるときは、遅滞なくその旨及びその理由を特定広域団体に通知す

るとともに、インターネットの利用その他適切な方法によって公表する。 

また、本部令第１条第１項に基づき本部に設置された参与会議は、必要

に応じ、広域行政の推進のために講ぜられる施策に係る重要事項について

本部長に意見を述べることとする。 

本部に関する事務は内閣官房において処理するものとし、その円滑な事

務処理のため、内閣官房と関係省庁をメンバーとする道州制特別区域推進

会議を設置する。関係省庁は、本法及び基本方針に基づき、内閣官房に協

力し、特定広域団体の提案の実現に積極的に取り組むものとする。 

 

（３）交付金について 

法第 19 条第１項に規定する交付金は、広域行政の推進の観点から、法第

７条第２項第４号に掲げる工事又は事業を北海道が実施する場合に、工事

又は事業の種類ごとに必要となる経費に充てるものとして交付するもので

ある。本交付金は、北海道の裁量性がより高まるよう、工事又は事業の進

捗等に応じて同種施設の箇所間での予算の融通及び年度間の工事量又は事

業量の変更が可能となる仕組みとし、工事又は事業の執行に当たってはこ
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のような趣旨を踏まえた対応を行うものとする。 

なお、本交付金に関する制度は、法附則第３条に基づき、平成 27 年度に

おいて検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要

の措置を講ずるものとする。 

 

（４）連携・共同事業について 

広域行政の推進に資するため、国と特定広域団体たる北海道が連携し又

は共同で事務・事業を実施する「連携・共同事業」は、「国と特定広域団体

との適切な役割分担及び密接な連携の下に」広域行政の推進を行うという

本法の基本理念に合致するものである。このため、国は「連携・共同事業」

についても積極的に推進していくものとし、特に地方支分部局と北海道と

の情報交換等を密にし、事業の一層の推進を図るものとする。 

また、北海道は、「連携・共同事業」に係る新たな提案をする場合は内閣

府に提出することとする。当該事業の円滑な実施に係る関係者間の調整や

フォローアップ等については、道州制特別区域推進会議等において行うこ

ととする。 

 

（５）制度の検討について 

法附則第３条に基づき、平成 27 年度において広域行政の推進における国

及び特定広域団体の行政の効率化の状況その他の法の施行の状況、経済社

会情勢の変化等を勘案し、交付金に関する制度その他の広域行政の推進に

関する制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に

基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

 

（６）地方分権改革及び構造改革特区との連携について 

本法による広域行政の推進と地方分権改革は、ともに地方分権の推進を

目指すものであり、また、特定の区域を設定し、法令の特例措置を適用す

る仕組みである構造改革特区についても、地域の自立的発展という目的に

おいて共通していることから、それぞれ適切な役割分担の下で緊密に連携

を図っていくものとする。 

 

３．広域行政の推進に関し政府が講ずべき措置についての計画及び当該計画

の計画期間 

（１）政府が講ずべき措置について 

① 法令の特例措置 

法第５条第２項第３号の広域行政の推進に関し政府が講ずべき措置の

うち法第２条第３項の法令の特例措置は、別表１に定める事務・事業に係

る措置とする。 

本部において、法第６条に基づく基本方針の変更提案について検討を行

い、その結果に基づき、法令の特例措置の追加や既存の特例措置の見直し
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を行う必要があると認めるときは、別表１の変更を行うものとする。 

 

② 交付金の交付に関する措置等 

ア 交付金の種類 

法第 19条第１項に基づき北海道が道州制特別区域計画を作成した場

合において、北海道がⅰ）～ⅳ）に定める工事又は事業を実施すると

きは、その実施に要する経費に充てるため、予算の範囲内で、次のⅰ）

～ⅳ）の種類の交付金を交付する。なお、ⅰ）～ⅳ）の農林水産大臣

又は国土交通大臣による指定に際しては工事又は事業の名称・種類、

その開始予定年度及び工事又は事業に係る施設の名称・位置を明らか

にするとともに、指定に伴う必要な措置を講ずるものとする。 

ⅰ）特定砂防工事交付金 砂防法第１条に規定する砂防工事（火山地、

火山麓又は火山現象により著しい被害を受けるおそれのある地域に

おいて施行するものを除き、同法第６条第１項の規定により国土交

通大臣が管理し、その工事を施行し、又はその維持をしている砂防

設備で国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定するものに係る

ものに限る。） 

ⅱ）特定保安施設事業交付金 森林法第 41 条第３項に規定する保安施

設事業（国が当該保安施設事業を行っている森林又は原野その他の

土地の区域のうち国有林野の管理経営に関する法律第２条に規定す

る国有林野以外の土地の区域で農林水産大臣が内閣総理大臣に協議

して指定するものにおけるものに限る。） 

ⅲ）特定道路事業交付金 道路法第７条第１項に規定する道道（同法

第 88条第２項の規定により国土交通大臣が北海道の権限の全部又は

一部を行っているものに限る。）で国土交通大臣が内閣総理大臣に協

議して指定するものの改築に関する事業 

ⅳ）特定河川改良工事交付金 河川法第５条第１項に規定する二級河

川（同法第 96 条の規定に基づく政令の規定により国土交通大臣が北

海道の知事の権限の全部又は一部を行っているものに限る。）で国土

交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定するものの改良工事 

イ 交付手続等 

ⅰ）交付金の交付手続は、以下のとおりとする。 

ａ 北海道は、交付金を充てて実施しようとする工事又は事業を定

めた道州制特別区域計画を作成し、内閣総理大臣に提出する。内

閣総理大臣は、当該工事又は事業に係る施設の所管大臣に対し、

計画の提出を受けた旨を通知する。 

ｂ 交付申請の受付、交付決定等の執行実務については、所管大臣

がそれぞれ定めるところにより実施する。 

ｃ 交付金の額の算定については、所管大臣が定める省令において、

工事又は事業に係る施設の整備状況等を勘案するとともに、工事
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又は事業を砂防法、森林法その他の法令の規定により国が実施す

るならば当該工事又は事業の実施に要する費用について国が負担

することとなる割合を参酌して定めるものとする。 

ⅱ）交付金の交付については、それぞれ次の年度の予算から交付する。 

・ 特定保安施設事業交付金 平成 19 年度予算 

・ 特定砂防工事交付金 平成 22 年度予算 

・ 特定道路事業交付金 平成 22 年度予算 

・ 特定河川改良工事交付金 平成 22 年度予算 

   ウ 職員の取扱いについて 

工事又は事業の委譲に伴い、それらの業務に従事している国の職員

については、原則として北海道が受け入れる方向で調整することとす

る。北海道が職員を受け入れることとなった場合は、移籍する人数に

応じて人件費を交付金に積算するとともに、退職金相当額については、

在籍期間に応じて国が北海道の負担に配慮して補てんするものとする。

仮に職員の受入れがない場合においては、人件費相当分について所要

の調整を行うものとする。 

 

③ ①及び②以外の措置 

政府は、①及び②の措置のほか、以下のアからウまでの措置を講ずるも

のとする。なお、特定広域団体からの基本方針の変更提案について、本部

において検討した結果、実現することができない場合であっても、提案の

趣旨を実現するための別の手法を採り得ないか検討し、その結果に基づき、

必要な措置を追加するよう努めるものとする。 

ア 連携・共同事業の推進 

２．（４）の連携・共同事業については、あらかじめ北海道と調整し

た工程表に従い、具体的な成果が上がるよう着実に推進していくもの

とする。 

イ 法令の特例措置以外の法令に関する措置 

法令の特例措置以外の法令に関する措置は、別表２に定めるものと

する。法令に関する措置を追加する場合や、既存の措置の見直しを行

う必要がある場合は、別表２の変更を行うものとする。 

ウ その他提案の趣旨を実現するための措置 

その他提案の趣旨を実現するための措置であって、①及び②並びに

ア及びイ以外の措置は、別表３に定めるものとする。当該措置を追加

する場合や、既存の措置の見直しを行う必要がある場合は、別表３の

変更を行うものとする。 

 

（２）計画期間等について 

法第５条第２項第３号に規定する広域行政の推進に関し政府が講ずべき

措置についての計画の計画期間は、評価を適切に行うためには一定の期間
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を要することから、平成 19 年４月１日から５年間とする。計画期間中に政

府が講ずべき措置に変更が生じた場合においては、当該計画期間の残存期

間を計画期間とする。 

また、法第５条第４項に基づき、計画期間が満了することとなる場合に

おいて、基本方針の見直しを行い、政府が講ずべき措置の全部又は一部に

ついて継続する必要があると認められるときは、本部が作成した基本方針

の変更の案について閣議の決定を経た上で、計画期間を更新することがで

きる。 

関係省庁は、法令の特例措置及び法令の特例措置以外の法令に関する措

置を定める法令並びに交付金の交付に関する措置に係る主務省令（告示を

含む。）の案の作成並びにその他提案の趣旨を実現するための措置の実施に

当たっては、別表１から別表３まで及び（１）②に即して作成・実施する

とともに、内閣官房と所要の調整を行うものとする。さらに、基本方針に

基づいて定める政省令（告示を含む。）は、別途、本部において定める時期

までのできる限り早い時期に公布し、当該時期に施行するものとする。 

 

４．道州制特別区域計画の作成に関する基本的な事項 

（１）基本的な考え方 

特定広域団体は、基本方針に基づき、その広域行政の推進に関する計画

（以下「道州制特別区域計画」という。）を作成することができる。国は、

特定広域団体に対し、道州制特別区域計画の作成及び円滑な実施に関し必

要な助言その他の援助を行うものとする。 

道州制特別区域計画の期間は、基本方針の計画期間内とし、更新できる

ものとする。計画を作成するに当たっては、地域の実情を的確に把握し、

適切に反映させるため、あらかじめ、関係市町村の意見を聴いた上で、当

該特定広域団体の議会の議決を経なければならない。また、パブリックコ

メントを適切に実施するなど住民の意見も幅広く求めることが望まれる。

特定広域団体は、基本方針が変更され、それに伴って道州制特別区域計画

を変更する必要がある場合は、当該計画の変更を速やかに行うものとする。 

 

（２）道州制特別区域計画の記載事項 

道州制特別区域計画については、法第７条第２項に規定する事項を記載

するものとする。ただし、同項第４号に掲げる工事又は事業に関する事項

は北海道の場合とし、同号に基づき農林水産大臣又は国土交通大臣が指定

する施設又は区域の範囲に限るものとする。なお、連携・共同事業の推進

等法第７条第２項に規定する事項以外のものについても、広域行政の推進

において必要と認められるものについては、道州制特別区域計画に記載す

ることができる。 

特定広域団体は、道州制特別区域計画の作成に当たっては、次に掲げる

ことに留意するものとする。 
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① 基本方針に定める広域行政の推進の意義及び目標に合致するようにす

ること。 

② 適切な評価が、広域行政の効果的な推進に当たって改善すべき事項の

摘出や基本方針の変更提案に必要な知見を得ることにつながることにか

んがみ、評価の実施を重視し客観性や透明性の確保に努めること。 

③ 特定広域団体から市町村への事務・事業の委譲を積極的に推進すると

ともに、市町村の自主的な合併を促進するほか、特定広域団体の出先機

関の計画的かつ着実な再編に取り組むこと。 

 

５．広域行政の推進の評価に関する基本的な事項 

（１）評価の目的 

広域行政を効果的かつ効率的に推進していくためには、国が講じた施策

の効果や影響等を特定広域団体における実践等を通じて検証し、改善すべ

き事項がないかどうかを明らかにしていく政策的な評価が重要である。法

第５条第２項第５号に規定する「広域行政の推進に関する評価」は、こう

した観点から実施するものであり、その評価結果は、広域行政の推進に関

する制度の改善や本部における検討の参考とするほか、特定広域団体等に

対する必要な助言や情報提供にも活用するものとする。 

 

（２）評価の方法 

広域行政の推進の評価は、次の方法により実施する。 

なお、内閣府は、特定広域団体から、次に掲げる①の毎年度の評価に際

して道州制特別区域計画の実施状況について報告を求めるほか、②の評価

に際しては、広域的施策の施策効果の把握及びこれを基礎とする評価につ

いて報告を求めるものとする。 

 

① 毎年度の評価 

内閣府は、毎年度、特定広域団体等を通じて道州制特別区域計画に基づ

く広域行政の推進状況や課題等を把握の上、関係省庁と連携しつつフォロ

ーアップを行い、その結果を本部に報告するものとする。 

   

② 計画期間満了時等の評価 

本部は、計画期間が満了することとなる場合に、あらかじめ、３．に規

定する政府が講ずる措置を継続する必要性その他の評価を行うものとす

る。なお、計画期間中であっても、必要に応じ政府が講ずる措置の評価を

行うこととする。 

   

③ 平成 27 年度における制度の評価 

法附則第３条により、平成 27 年度において、交付金に関する制度その

他の広域行政の推進に関する制度について検討を行う際に、本部において
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当該制度について必要な評価を行うものとする。 

 

（３）評価の観点 

広域行政の推進の評価は、広域行政の推進の目標を達成できているかと

いう観点から、（２）②の計画期間満了時等の評価については計画期間中政

府が講じた措置の効果・影響等に関する評価を行い、その結果に基づいて

個別の法令の特例措置や交付金等を継続する必要性や改善すべき事項につ

いて検討を行うとともに、（２）③の平成 27 年度における制度の評価につ

いては広域行政の推進に関する制度による効果・影響等に関する評価を行

い、法令の特例措置や交付金等の制度自体を継続する必要性や改善すべき

事項について検討を行うものとする。 



 

 

 
別 紙 ２ 



  

番号  ８ 

事務・事業の名称 学校教育法施行令（昭和 28 年政令第 340 号）第 26 条第 1項の規定

による届出に関する事務で同項第 3号に掲げる場合（特定広域団体で

ある都道府県が設立する公立大学法人が設置する大学の医学に関す

る学部又は学部の学科の収容定員に係る変更の場合に限る。）に係る

もの 

法令の特例措置の

内容 

 特定広域団体が学校教育法施行令第 26 条第 1 項の規定による文部

科学大臣への学則の変更（特定広域団体である都道府県が設立する公

立大学法人の設置する大学の医学に関する学部又は学部の学科の収

容定員に係るものに限る。）の届出に関する事務に関する事項が定め

られている道州制特別区域計画を作成したときは、同計画の公告の日

以後は、当該学則の変更については、学校教育法施行規則（昭和 22

年文部省令第 11 号）第 5 条第 1 項に規定する届出の対象となる「学

則の変更」から除外することとし、文部科学大臣への届出を不要とす

る。 

関係省庁 文部科学省、厚生労働省 

 



  

番号  ９ 

事務・事業の名称 水道法施行令（昭和 32 年政令第 336 号）第 14 条第 1項及び第 4項

に規定する水道法（昭和 32 年法律第 177 号）の規定による認可等の

処分その他の行為に関する事務で同条第 1 項に規定する特定水源水

道事業（同法第 3 条第 12 項に規定する給水区域の全部が一の特定広

域団体の区域に含まれるものに限る。）に係るもの 

法令の特例措置の

内容 

 特定広域団体が水道法の規定による特定水源水道事業の認可等の

処分その他の行為に関する事務に関する事項が定められている道州

制特別区域計画を作成したときは、同計画の公告の日（当該公告の日

が平成 21 年 4 月 1日より前である場合には、平成 21 年 4 月 1日）以

後は、厚生労働大臣ではなく特定広域団体の知事が次の事務を行うこ

ととする。（※） 

 

１ 水道法第 6条第 1項の規定による水道事業の認可 

２ 水道法第 7 条第 1 項（同法第 10 条第 2 項において準用する場合

を含む｡）の規定による１の認可に係る申請の受理 

３ 水道法第 7 条第 3 項（同法第 10 条第 2 項において準用する場合

を含む｡）の規定による１の認可に係る申請の記載事項の変更の届

出の受理 

４ 水道法第 9 条第 1 項（同法第 10 条第 2 項において準用する場合

を含む｡）の規定による１の認可に係る地方公共団体以外の者に対

する期限又は条件の附与 

５ 水道法第 10 条第 1項の規定による１の認可に係る変更の認可 

６ 水道法第 10 条第 3 項の規定による１の認可に係る軽微な変更の

届出の受理 

７ 水道法第 11 条第 1 項の規定による１の認可に係る水道事業の休

止又は廃止の許可 

８ 水道法第 11 条第 2 項の規定による１の認可に係る水道事業の譲

渡による廃止の届出の受理 

９ 水道法第 13 条第 1 項の規定による１の認可に係る給水開始前の

届出の受理 

10 水道法第 14 条第 5 項の規定による１の認可に係る料金の変更の

届出の受理 

11 水道法第 14 条第 6 項及び第 7 項の規定による１の認可に係る供

給条件の変更の認可 



12 水道法第 24 条の 3 第 2 項の規定による水道の管理に関する技術

上の業務を委託した旨又は委託に係る契約が失効した旨の届出の

受理 

13 水道法第 35 条第 1項の規定による１の認可の取消し 

14 水道法第 35 条第 2 項の規定による１の認可の取消しの処分の要

求の受理 

15  水道法第 35 条第 3 項の規定による１の認可の取消しに係る弁明

の機会の付与 

16 水道法第 36 条第 1 項の規定による１の認可に係る施設の改善の

指示 

17 水道法第 36 条第 2 項の規定による１の認可に係る水道技術管理

者の変更の勧告 

18 水道法第 37 条の規定による１の認可に係る給水停止命令 

19 水道法第 38 条第 1 項の規定による１の認可に係る供給条件の変

更の認可を申請すべき旨の命令 

20 水道法第 38 条第 2 項の規定による１の認可に係る供給条件の変

更 

21 水道法第 39 条第 1 項の規定による１の認可に係る報告の徴収及

び立入検査 

22 水道法第 41 条の規定による合理化の勧告 

23 水道法第 42 条第 1 項の規定による地方公共団体による買収の認

可（特定広域団体が当事者である場合を除く。） 

24 水道法第 42 条第 3 項の規定による地方公共団体による買収に係

る裁定（特定広域団体が当事者である場合を除く。） 

 

（※）22 以外の事務にあっては、給水区域の一部が当該計画を作成

した一の特定広域団体の区域を越える特定水源水道事業であって

給水人口が 5万人を超えるものに関するもの、給水区域の全部が当

該計画を作成した一の特定広域団体の区域に含まれる特定水源水

道事業であって給水人口が 250 万人を超えるものに関するもの、22

の事務にあっては、 

１）給水人口の合計が 250 万人を超える 2以上の水道事業者（特定

水源水道事業を経営する者に限る。）間 

２）給水人口が 250 万人を超える水道事業者（特定水源水道事業を

経営する者に限る。）と水道用水供給事業者との間 

３）水道事業者と 1 日最大給水量が 125 万ｍ３を超える水道用水供



給事業者との間 

に関するもの（いずれも給水区域の全部が当該計画を作成した一の

特定広域団体の区域に含まれる特定水源水道事業に関するものに

限る。）及び給水区域の一部が当該計画を作成した一の特定広域団

体の区域を越える特定水源水道事業（給水人口が 5万人を超えるも

のに限る。）に関するものは、引き続き厚生労働大臣が当該事務を

行う。 

関係省庁 厚生労働省 

 



 

 

 
別 紙 ３ 



  

番号  10 

事務・事業の名称 水道法施行令（昭和 32 年政令第 336 号）第 14 条第 2項及び第 4項

に規定する水道法（昭和 32 年法律第 177 号）の規定による認可等の

処分その他の行為に関する事務で同条第 2 項に規定する水道用水供

給事業（同法第 3 条第 12 項に規定する給水区域の全部が一の特定広

域団体の区域に含まれる同条第 5 項に規定する水道事業者に対して

のみその用水を供給するものに限る。）に係るもの 

法令の特例措置の

内容 

 特定広域団体が水道法の規定による水道用水供給事業の認可等の

処分その他の行為に関する事務に関する事項が定められている道州

制特別区域計画を作成したときは、同計画の公告の日（当該公告の日

が平成 21 年 4 月 1日より前である場合には、平成 21 年 4 月 1日）以

後は、厚生労働大臣ではなく特定広域団体の知事が次の事務を行うこ

ととする。（※） 

 

１ 水道法第 26 条の規定による水道用水供給事業の認可 

２ 水道法第 27 条第 1項（同法第 30 条第 2項において準用する場合

を含む｡）の規定による１の認可に係る申請の受理 

３ 水道法第 27 条第 3項（同法第 30 条第 2項において準用する場合

を含む｡）の規定による１の認可に係る申請の記載事項の変更の届

出の受理 

４ 水道法第 29 条第 1項（同法第 30 条第 2項において準用する場合

を含む｡）の規定による１の認可に係る地方公共団体以外の者に対

する条件の付与 

５ 水道法第 30 条第 1項の規定による１の認可に係る変更の認可 

６ 水道法第 30 条第 3 項の規定による１の認可に係る軽微な変更の

届出の受理 

７ 水道法第31条において準用する同法第11条第1項の規定による

１の認可に係る水道用水供給事業の休止又は廃止の許可 

８ 水道法第31条において準用する同法第11条第2項の規定による

１の認可に係る水道用水供給事業の譲渡による廃止の届出の受理 

９ 水道法第31条において準用する同法第13条第1項の規定による

１の認可に係る給水開始前の届出の受理 

10 水道法第31条において準用する同法第24条の 3第 2項の規定に

よる水道の管理に関する技術上の業務を委託した旨又は委託に係

る契約が失効した旨の届出の受理 



11 水道法第 35 条第 1項の規定による１の認可の取消し 

12 水道法第 35 条第 2 項の規定による１の認可の取消しの処分の要

求の受理 

13  水道法第 35 条第 3 項の規定による１の認可の取消しに係る弁明

の機会の付与 

14 水道法第 36 条第 1 項の規定による１の認可に係る施設の改善の

指示 

15 水道法第 36 条第 2 項の規定による１の認可に係る水道技術管理

者の変更の勧告 

16 水道法第 37 条の規定による１の認可に係る給水停止命令 

17 水道法第 39 条第 1 項の規定による１の認可に係る報告の徴収及

び立入検査 

18 水道法第 41 条の規定による合理化の勧告 

 

（※）18 以外の事務にあっては、給水区域の一部が当該計画を作成

した一の特定広域団体の区域を越える水道事業者にその用水を供

給する水道用水供給事業にあっては 1 日最大給水量が 2 万 5 千ｍ３

を超えるものに関するもの、給水区域の全部が当該計画を作成した

一の特定広域団体の区域に含まれる水道事業者にその用水を供給

する水道用水供給事業にあっては 1 日最大給水量が 125 万ｍ３を超

えるものに関するもの、18 の事務にあっては、 

１）1 日最大給水量の合計が 125 万ｍ３を超える 2 以上の水道用水

供給事業者間 

２）給水人口が 250 万人を超える水道事業者（特定水源水道事業を

経営する者に限る。）と水道用水供給事業者との間 

３）水道事業者と 1 日最大給水量が 125 万ｍ３を超える水道用水供

給事業者との間 

に関するもの（いずれも給水区域の全部が当該計画を作成した一の

特定広域団体の区域に含まれる水道事業者にその用水を供給する

水道用水供給事業に関するものに限る。）及び給水区域の一部が当

該計画を作成した一の特定広域団体の区域を越える水道事業者に

その用水を供給する水道用水供給事業（1日最大給水量が 2万 5千

ｍ３を超えるものに限る。）に関するものは、引き続き厚生労働大臣

が当該事務を行う。 

関係省庁 厚生労働省 

 



 

 

 
別 紙 ４ 



 

番号  ４ 

措置の名称  廃棄物処理施設の技術上の基準に係る省令の改正等 

措置の内容 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和 46 年厚生省令

第 35 号）第 4条に規定する一般廃棄物処理施設の技術上の基準及び

同規則第 12条に規定する産業廃棄物処理施設の技術上の基準につい

て、積雪寒冷地等の気象条件を考慮した排水処理設備の構造等に係

る基準を追加するため、平成 21 年度中を目途に同規則を改正する。

また、廃棄物系バイオマスの利活用を促進するため、平成 20 年度

から予算措置されている「廃棄物系バイオマス次世代利活用推進事

業」を北海道内で実施することとしている。 

関係省庁 環境省 

 



 

番号  ５ 

措置の名称  都道府県道の管理の特例に関する法令の改正 

措置の内容 「地方分権改革推進要綱（第 1 次）」（平成 20 年 6 月 20 日地方分

権改革推進本部決定）に基づき、町村による都道府県道の管理の在

り方について引き続き検討を行った上で、平成 21 年度中に策定予定

の地方分権改革推進計画において、具体的な措置内容等を明らかに

し、関係法令を改正する等所要の措置を講じる。 

関係省庁 国土交通省 

 



 

 

 
別 紙 ５ 



 

番号  １ 

措置の名称  地域森林計画及び市町村森林整備計画等に関する通知の発出 

措置の内容 森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第 5条に規定する地域森林計画

及び同法第 10 条の 5に規定する市町村森林整備計画について、 

１）両計画をたてる過程において都道府県及び市町村の双方の意見

を反映させること 

２）両計画において伐採の在り方等を定めることにより、同法第 11

条に規定する森林施業計画を認定する要件とすること 

３）同法第 10 条の 8に規定する伐採及び伐採後の造林の届出につい

て、届出書に図面等の添付を求めること 

が可能である旨、各都道府県林務担当部長あてに「森林計画制度

の運用上の留意事項について」（平成 21 年 3 月 12 日付け 20 林整計

第 230 号林野庁森林整備部計画課長通知）を発出し、周知している。

関係省庁 農林水産省 

 



 

番号  ２ 

措置の名称  都道府県森林審議会の所掌事務に関する通知の発出 

措置の内容 森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第 68 条第 2 項に規定する都道

府県森林審議会の所掌事務に係る「この法律の施行に関する重要事

項」という規定については、都道府県知事の判断により都道府県の

林務施策全般が対象となり得るものである旨、各都道府県林務担当

部長あてに「都道府県森林審議会の所掌事務の範囲について」（平成

21 年 3 月 12 日付け 20 林政企第 122 号林野庁林政部企画課長通知）

を発出し、周知している。 

関係省庁 農林水産省 

 



 

番号  ３ 

措置の名称  出入国管理行政に関する意見交換会の実施 

措置の内容 北海道の意見の出入国管理行政への反映を検討すべく、北海道と

の定期的な意見交換会を実施する。 

関係省庁 法務省、厚生労働省 

 



 

番号  ４ 

措置の名称  地縁による団体が地域的な共同活動のために保有する「不動産又

は不動産に関する権利等」の範囲に関する通知の発出 

措置の内容 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 260 条の 2 第 1 項の規定

による「不動産又は不動産に関する権利等」については、平成 3年 4

月 2 日付け行政課長通知によりその対象範囲を示しているが、当該

対象範囲をより明確化するために、平成 21 年度中のできるだけ早期

に当該通知の一部を変更する。 

関係省庁 総務省 

 



 

番号  ５ 

措置の名称  条例による事務処理の特例に関する通知の発出 

措置の内容 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 17 の 2 に規定す

る条例による事務処理の特例に関し、都道府県が、都道府県知事の

権限に属する事務の一部を条例の定めるところにより、指定した市

町村に対して包括的に移譲する仕組みを設けることは可能である

旨、平成 21 年度中のできるだけ早期に通知する。 

関係省庁 総務省 

 



 

番号  ６ 

措置の名称  福祉有償運送に係る運送の区域に関する通達の改正等 

措置の内容 道路運送法施行規則（昭和 26 年運輸省令第 75 号）第 51 条の 4第

2項に規定する運送の区域に関し、予め設定された運送の区域と関連

が認められる一定の場合については、運送を可能とするため、通達

の所要の改正等を平成 21 年度中のできるだけ早期に行う。 

関係省庁 国土交通省 

 



 

番号  ７ 

措置の名称  「コミュニティハウス」事業の推進に関する通知の発出 

措置の内容 「コミュニティハウス」事業を推進するため、「フレキシブル支援

センター」を推奨する通知を、平成 21 年度中のできるだけ早期に各

都道府県あてに発出する。（※） 

 

（※）「フレキシブル支援センター」の構想は、平成 21 年 2 月 6 日

の緊急雇用・経済対策実施本部会合において雇用対策事業例とし

て示されており、「コミュニティハウス」は、この「フレキシブル

支援センター」の先行事例として紹介されている。 

関係省庁 厚生労働省 
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